
京都市地球温暖化対策条例施行規則新旧対照表 

 

現行 改正後（案） 

 （前略）  （前略） 

別表（第２９条関係） 別表（第２９条関係） 

区分 緑化施設の面積 

地上部 次に掲げる算式により算定した面積のうち，いずれか小

さい面積以上 

⑴ （敷地面積－建築面積）×0.15 

⑵ （敷地面積－敷地面積×法定建ぺい率×0.8）×0.15 

建築物の屋上等 屋上面積の20パーセント以上 
 

区分 緑化施設の面積 

地上部 次に掲げる算式により算定した面積のうち，いずれか

小さい面積以上 

⑴ （敷地面積－建築面積）×0.15 

⑵ （敷地面積－敷地面積×法定建蔽率×0.8）×0.15 

建築物の屋上等 屋上面積の20パーセント以上 
 

備考１ 「地上部」とは，建築物の敷地のうち，当該建築物（建築基準

法第２条第１号に規定する屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類

する構造のものを含む。）に限る。）の存する部分以外の部分をいう。 

備考１ 「地上部」とは，建築物の敷地のうち，当該建築物（建築基準

法第２条第１号に規定する屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類

する構造のものを含む。）に限る。）の存する部分以外の部分をいう。 

２ 敷地面積の算定方法は，建築基準法施行令第２条第１項第１号に定め

るところによる。 

２ 敷地面積の算定方法は，建築基準法施行令第２条第１項第１号に定め

るところによる。 

３ 建築面積の算定方法は，建築基準法施行令第２条第１項第２号に定め

るところによる。 

３ 建築面積の算定方法は，建築基準法施行令第２条第１項第２号に定め

るところによる。 

４ 「法定建ぺい率」とは，法令の規定により定められた建築面積の敷地

面積に対する割合の最高限度をいう。 

 （中略） 

４ 「法定建蔽率」とは，法令の規定により定められた建築面積の敷地面

積に対する割合の最高限度をいう。 

 （中略） 



第１０号様式（第３０条関係） 

 

 （以下略） 

第１０号様式（第３０条関係） 

 

 

 （以下略） 

 

第10号様式(第30条関係) 

緑化計画書 

 

( 宛 先 ) 京 都 市 長 年   月   日   

届出者の住所(法人にあっては，主たる事務所の所在地) 届出者の氏名(法人にあっては，名称及び代表者名) 

 

 

 

電話    ―     

 

 京都市地球温暖化対策条例第52条第1項の規定により届け出ます。 

建築物 
名 称   

所 在 地   

建 築 物 の 用 途   建 築 の 種 別 □新築     □改築 

緑化施設及び太陽光発電装置に係る

工事の着手予定年月日 
年   月   日 

緑化施設及び太陽光発電装置に係る

工事の完了予定年月日 
年   月   日 

法 定 建 ぺ い 率 パーセント 敷 地 面 積 平方メートル 建 築 面 積 平方メートル 

利用することが可能な

屋上の有無 
□有   □無 屋 上 面 積 平方メートル 

緑
化
施
設
の
面
積 

  
樹 木 

地 被 植 物 

(芝生を含む。) 
花 壇 付 属 施 設 合 計 

地 上 部 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 平方メートル 平方メートル 

建 築 物 の 屋 上 等 
          

太陽光発電装置の面積           

合 計 
          

 注1 該当する□には，レ印を記入してください。 

  2 「法定建ぺい率」とは，法令の規定により定められた建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度をいいます。 

  3 「屋上面積」とは，建築物の屋根の部分のうち，人が出入りすることができる部分(以下「屋上」という。)のうち，建築物

の管理に必要な施設の用途に供する部分の面積を除いた面積をいいます。 

  4 緑化施設及び太陽光発電装置の面積は，小数点以下2位未満の端数を四捨五入して小数点以下1位までとしてください。 

  5 「地上部」とは，建築物の敷地のうち，当該建築物(建築基準法第2条第1項第1号に規定する屋根及び柱又は壁を有するもの(こ

れに類する構造のものを含む。)に限る。)の存する部分以外の部分をいいます。 

  6 「建築物の屋上等」とは，屋上，外壁，ベランダ又はバルコニーをいいます。 

  7 「付属施設」とは，植栽，花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木に付属して設けられる園路，土留め

その他の施設(当該建築物の空地，屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいいます。 

第10号様式(第30条関係) 

緑化計画書 

 

( 宛 先 ) 京 都 市 長 年   月   日   

届出者の住所(法人にあっては，主たる事務所の所在地) 届出者の氏名(法人にあっては，名称及び代表者名) 

 

 

 

電話    ―     

 

 京都市地球温暖化対策条例第52条第1項の規定により届け出ます。 

建築物 
名 称   

所 在 地   

建 築 物 の 用 途   建 築 の 種 別 □新築     □改築 

緑化施設及び太陽光発電装置に係る

工事の着手予定年月日 
年   月   日 

緑化施設及び太陽光発電装置に係る

工事の完了予定年月日 
年   月   日 

法 定 建 蔽 率 パーセント 敷 地 面 積 平方メートル 建 築 面 積 平方メートル 

利用することが可能な

屋上の有無 
□有   □無 屋 上 面 積 平方メートル 

緑
化
施
設
の
面
積 

  
樹 木 

地 被 植 物 

(芝生を含む。) 
花 壇 付 属 施 設 合 計 

地 上 部 
平方メートル 平方メートル 平方メートル 平方メートル 平方メートル 

建 築 物 の 屋 上 等 
          

太陽光発電装置の面積           

合 計 
          

 注1 該当する□には，レ印を記入してください。 

  2 「法定建蔽率」とは，法令の規定により定められた建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度をいいます。 

  3 「屋上面積」とは，建築物の屋根の部分のうち，人が出入りすることができる部分(以下「屋上」という。)のうち，建築物

の管理に必要な施設の用途に供する部分の面積を除いた面積をいいます。 

  4 緑化施設及び太陽光発電装置の面積は，小数点以下2位未満の端数を四捨五入して小数点以下1位までとしてください。 

  5 「地上部」とは，建築物の敷地のうち，当該建築物(建築基準法第2条第1項第1号に規定する屋根及び柱又は壁を有するもの(こ

れに類する構造のものを含む。)に限る。)の存する部分以外の部分をいいます。 

  6 「建築物の屋上等」とは，屋上，外壁，ベランダ又はバルコニーをいいます。 

  7 「付属施設」とは，植栽，花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木に付属して設けられる園路，土留め

その他の施設(当該建築物の空地，屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいいます。 


